
 

 

 

 

 

 

第 １ ２ ５ 号 議 案  

 

 

公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

 

 

上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ６ 日  

 

 

 

提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

 



 

 

公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

    

公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ る た め 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第

6 7 号 ）第 2 4 4 条 の 2  第 3 項 の 規 定 に 基 づ き 、下 記 の と お り 指 定 管 理

者 の 指 定 を 行 う 。  

 

記  

 

１  公 の 施 設  

⑴  名 称  新 宿 区 立 女 神 湖 高 原 学 園  

⑵  位 置  長 野 県 北 佐 久 郡 立 科町 大 字 芦 田 八 ケ 野字 赤 沼 平 994番 地  

２  指 定 す る 団 体  

 ⑴  名 称  信 州 リ ゾ ー ト サ ー ビ ス 株 式 会 社  

 ⑵  主 た る 事 務 所 の 所 在 地  長 野 県 北 佐 久 郡 立 科 町 大 字 芦 田 八 ケ

野 21 0 番 地  

３  指 定 の 期 間  

  令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 令 和 1 3 年 3 月 3 1 日 ま で  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

新 宿 区 立 女 神 湖 高 原 学 園 の 指 定 管 理 者 の 指 定 を 行 う 必 要 が あ る た

め  

 


